
お
知
ら
せ

農業委員会からの
お知らせ

　4 月の農業委員会定例総会は次の
とおりです。傍聴においでください。

　◆日　時　4 月 16 日月
　　　　　　午後 1 時 30 分から
　◆場　所　国見町役場
　　　　　　2 階　大会議室

　
　◆問い合わせ　農業委員会事務局
　　　　　　　　☎ 585-2890

くらしの情報

介護保険料は、制度を持続的に運営するため 3 年ごと
に見直すこととなっています。保険料は、第 7 期（平

成 30 年度から平成 32 年度）の要介護認定者の状況や介
護サービスの利用意向、施設整備の動向などを見込み、算
定しました。今回の見直しにより、基準額となる第 5
段階の年額は 75,400 円（平成 27 年度から 29 年度は
66,500 円、13.4% 増）となりました。

変わります

介護保険料
65 歳以上の
みなさんの

第 1 号被保険者（65 歳以上の人）の介護保険料（平成 30 年度から平成 32 年度）
所得段階 対　象　者 負担割合 保険料額（年額）

第 1 段階

●生活保護受給者の人

× 0.45 ※ 33,900 円世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

●老齢福祉年金受給者の人
●前年の合計所得金額＋課税年金収入額が

80 万円以下の人

第 2 段階 ●前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
80 万円を超えて 120 万円以下の人 × 0.70 ※ 52,800 円

第 3 段階 ●前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
120 万円を超えている人 × 0.70 ※ 52,800 円

第 4 段階
本
人
が
住
民
税
非
課
税

（
世
帯
に
住
民
税
課
税
者
が
い
る
）

●前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
80 万円以下の人 × 0.85 ※ 64,100 円

第 5 段階 ●前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
80 万円を超えている人

× 1.00
（基準額） 75,400 円

第 6 段階

本
人
が
住
民
税
課
税

●前年の合計所得金額が
120 万円未満の人 × 1.20 90,500 円

第 7 段階 ●前年の合計所得金額が
120 万円以上 200 万円未満の人 × 1.30 98,100 円

第 8 段階 ●前年の合計所得金額が
200 万円以上 300 万円未満の人 × 1.50 113,200 円

第 9 段階 ●前年の合計所得金額が
300 万円以上 400 万円未満の人 × 1.70 128,300 円

第 10 段階 ●前年の合計所得金額が
400 万円以上の人 × 2.00 150,900 円

※低所得者の負担軽減のため、第 1 段階においては国の政令により 5% の公費負担による軽減措置、第 2
　段階から第 4 段階においては町独自で国基準から 5% 引き下げています。

広
報
取
材
で
の
個
人
情

報
の
取
り
扱
い

　

町
で
は
、
町
の
事
業
に
つ
い

て
わ
か
り
や
す
く
み
な
さ
ん
に

お
伝
え
で
き
る
よ
う
、
広
報
紙

発
行
な
ど
の
広
報
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

広
報
紙
の
発
行
に
つ
い
て

は
、
個
人
を
特
定
で
き
る
写
真

や
記
事
を
掲
載
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
取
材
や

写
真
撮
影
を
す
る
と
き
は
「
広

報
く
に
み
」
と
書
か
れ
た
腕
章

を
着
用
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
撮
影
し
た
写
真
な
ど

は
、
次
の
目
的
の
範
囲
内
で
使

用
し
ま
す
。

①
町
の
発
行
物（
広
報
く
に
み
・

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）
へ
の
掲

載　

②
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
へ
の
掲
載　

③
記
録
資
料
と

し
て
の
保
存
活
用　

④
そ
の
他

（
報
道
機
関
へ
の
提
供
や
出
版

物
・
ポ
ス
タ
ー
へ
の
掲
載
な
ど
）

問
総
務
課
文
書
広
報
係
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８
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‐
２
１
１
３

県
政
相
談
を
受
付
け
て

い
ま
す

　

県
で
は
、
県
政
に
関
す
る
相

談
や
要
望
、
ま
た
は
県
民
生
活

に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

▼
相
談
場
所　

福
島
県
庁
県
政

相
談
コ
ー
ナ
ー

▼
相
談
時
間　

月
か
ら
金
（
祝

日
、
年
末
年
始
は
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み
）
午
前

9
時
か
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正
午
、
午
後
1
時
か

ら
午
後
4
時
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県
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専
用
電
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２
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２
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０
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介護給付費などの推移見込み

年　度 町総人口 65 歳以上の人数
（第 1 号被保険者） 要介護認定者数 介護給付費

（保険からの給付）

平成 27 年度 9,661 人 3,420 人 598 人 8 億 5,700 万円
3 年間の合計

26 億 2,800 万円平成 28 年度 9,534 人 3,497 人 592 人 8 億 5,400 万円
平成 29 年度 9,375 人 3,574 人 623 人 9 億 1,700 万円
平成 30 年度 9,229 人 3,614 人 628 人 10 億 6,500 万円

3 年間の合計
33 億 7,300 万円平成 31 年度 9,082 人 3,627 人 637 人 11 億 2,400 万円

平成 32 年度 8,930 人 3,621 人 649 人 11 億 8,400 万円
※平成 27 年度・平成 28 年度は実績、平成 29 年度以降は見込み。 各年 10 月 1 日現在

～第 7 期介護保険事業計画策定～

　問保健福祉課長寿介護係　☎ 585-2125

交
通
事
故
に
関
す
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付
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ま
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県
で
は
、
交
通
事
故
に
よ 

る
損
害
賠
償
請
求
や
示
談
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仕
方
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ど
に
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い
て
相
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受
け
し
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す
。
相
談
は
無
料
で

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
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▼
相
談
時
間　

月
か
ら
金
（
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）
午
前

9
時
か
ら
正
午
、
午
後
1
時
か

ら
午
後
4
時

問
福
島
県
県
民
広
聴
室
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２
１
‐
７
０
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３

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
募
集

　

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
を
募
集

し
ま
す
。

▼
モ
ニ
タ
ー
期
間　

7
月
1
日

か
ら
1
年
間

▼
定
員
等　

1
人
。
20
歳
以
上

で
担
当
区
間
付
近
に
居
住
の
人

▼
区
間　

阿
武
隈
川
（
梁
川
橋

４月は未成年者飲酒防止強化月間です！
①脳の機能を低下させるおそれがあります。

②肝臓をはじめとする臓器に障害をおこしやす

　くなります。

③性ホルモンに異常が起きるおそれがあります。

④アルコール依存症になりやすくなります。

⑤未成年者の飲酒を禁じる法律があります。

５つの理由

未成年者が
お酒を飲んでは
いけない

未成年者の飲酒は法律で禁じられています。
国税庁・国税局・税務署

か
ら
徳
江
大
橋
）
お
よ
び
広
瀬

川
（
阿
武
隈
川
合
流
点
か
ら
広

瀬
川
（
阿
武
隈
急
行
）
付
近
）

▼
業
務
内
容　

巡
回
に
よ
る
不

法
投
棄
等
の
情
報
収
集
、
地
域

住
民
の
要
望
収
集
、
川
を
愛
す

る
心
の
普
及
啓
発
、
月
1
回
の

報
告

▼
申
込
方
法　

5
月
7
日
月
必

着
で
、
履
歴
書
（
写
真
添
付
）

を
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

〒
９
６
０
‐
８
５
８
４　

福
島

市
黒
岩
字
榎
平
36

福
島
河
川
国
道
事
務
所 

河
川

管
理
課

☎
５
３
９
‐
６
１
２
９

19 18


